
 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

（金融商品に関する会計基準） 

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）が平成20年３月10日付で一部改正され、また同日付で「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号）が公表され、ともに平成22年３月31日以

後終了する連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度末か

ら同改正会計基準及び適用指針を適用しております。 

これにより、従来の方法に比べ、「買入金銭債権」が8,710百万円、「有価証券」が41,914百万円、「その他有価

証券評価差額金」が39,315百万円増加、その他有価証券の評価差額に係る「繰延税金資産」が27,056百万円、「貸倒

引当金」が34,999百万円減少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ19,251百万円増加しております。 

 

（８）追加情報 

 

（新株式の発行） 

平成 21 年６月 22 日付で１株当たりの発行価格 3,928 円、発行価額 3,766 円として 219,700 千株の募集による新株

式発行を行っております。また、１株当たりの売出価格 3,928 円として 15,300 千株のオーバーアロットメントによ

る売出しを行ったことに関連して、平成 21 年７月 27 日付で１株当たりの発行価額 3,766 円として当該オーバーアロ

ットメントによる売出しを行った引受証券会社に対する 8,931 千株の第三者割当による新株式発行を行っております。

これらの発行等に係る引受契約においては、発行価額の総額をもって引受価額の総額とし、引受手数料は支払わない

こととされておりますので、その他の経常費用にはこれらの発行等に係る引受手数料相当額 37,038 百万円は含まれ

ておりません。なお、１株当たりの発行価額のうち、1,883 円を資本金に、1,883 円を資本剰余金に組み入れており

ます。 

また、平成 22 年１月 27 日付で１株当たりの発行価格 2,804 円、発行価額 2,702.81 円として 340,000 千株の募集

による新株式発行を行っております。また、１株当たりの売出価格 2,804 円として 20,000 千株のオーバーアロット

メントによる売出しを行ったことに関連して、平成 22 年２月 10 日付で１株当たりの発行価額 2,702.81 円として当

該オーバーアロットメントによる売出しを行った引受証券会社に対する 20,000 千株の第三者割当による新株式発行

を行っております。これらの発行等に係る引受契約においては、発行価額の総額をもって引受価額の総額とし、引受

手数料は支払わないこととされておりますので、その他の経常費用にはこれらの発行等に係る引受手数料相当額

36,428 百万円は含まれておりません。なお、１株当たりの発行価額のうち、1,351.405 円を資本金に、1,351.405 円

を資本剰余金に組み入れております。 

また、これらの発行等に係る引受契約において連結子会社及び持分法適用の関連会社が計上した利益のうち親会社

持分相当額11,075百万円は、連結財務諸表上、資本剰余金の増加として処理しております。 

 

 

（９）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

１．有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式316,485百万円及び出資金5,412百万円を含んでおります。 

２．無担保の消費貸借契約により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債及び「特定取引資産」中の商品有

価証券に合計41,826百万円含まれております。 

無担保の消費貸借契約により借り入れている有価証券並びに現先取引及び現金担保付債券貸借取引により受け入れ

ている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、（再）担保に

差し入れている有価証券は3,840,308百万円、当連結会計年度末に当該処分をせずに所有しているものは133,566百万

円であります。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額は165,131百万円、延滞債権額は1,075,782百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息

の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、

｢未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイから

ホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は38,315百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻

先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は250,256百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以

上延滞債権に該当しないものであります。 
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